
香港内国歳入局が独立
企業原則の適用に係る
実務解釈指針を発表

要旨

2019年7月19日、香港内国歳入局（以下、「 IRD」）は、

内国歳入法（改正法令）（第6号）2018年（以下、「改正

法令」）の制定に伴い、実務解釈指針第59号（以下、

「DIPN 59」）を公表しました。1

DIPN 59の主な目的は以下のとおりです。

（i）改正法令のセクション50AAFの「ルール1」 （関連者

間取引に適用される独立企業原則）に関するIRDの見

解及び解釈の明確化

（ii）独立企業間価格の算定に関する詳細なガイダンス

の提供

（iii）役務及び無形資産に係る取引に関するガイダンス

の提供

DIPN 59には、下記の主要な項目が含まれます。

► 「ルール1」とその適用についての概説

► 「ルール1」における香港域内取引の除外基準の明

確化

► 適用除外取引（改正法令の施行日以前に行われた

取引）に関するガイダンスの提供

► 独立企業間価格の算定に係る重要な項目（機能分

析、比較可能性分析、機能特性、グローバル価格表、

事業戦略など）についての説明

► 役務及び無形資産に係る取引に関するガイダンス

の提供

► 「ルール1」に違反した場合の罰則と追徴課税の明

確化

議論の詳細 – DIPN 59

背景

IRDは、DIPN 59の発行を通じて2018年7月13日に

制定された改正法令に関する歳入庁の方針と解釈を

明確化しました。当該改正法令の目的は、経済協力

開発機構（以下、「OECD」）の税源侵食と利益移転

（以下、「BEPS」）プロジェクトに基づく特定の法令措

置を実施し、国際課税ルールと香港の内国歳入法

（Cap. 112）（以下、「IRO」）の整合性を図ることです。

DIPN 59は、改正法令に基づき香港におけるすべて

の関連者間取引に独立企業原則が適用される重要

性を説いています。関連者間取引が独立企業原則に

基づいていることを証明するために、香港納税者は

移転価格方針の策定及び文書化を適切に行う必要

があります。

香港納税者が、独立企業原則を適用し文書化を行う

上で「合理的」とされる注意義務を果たしていたことを

一定期間内に証明できない場合、過少申告額を上限

とする罰金が科せられる可能性があります。

1. IRDは2019年7月19日、実務解釈方針第59号・60号（DIPN 59及び
DIPN 60）を別途発行しました。この中で、移転価格文書及び国別報告
書（以下、「CbCR」）の作成義務、香港所在の恒久的施設（以下、「PE」）
に帰属する利益についての指針が示されました。弊事務所発行の、
DIPN 58及びDIPN 60に関するタックス・アラートも併せてご参照くださ
い。
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1. 「ルール1」の適用

改正法令において導入された「ルール1」は、すべて

の関連者間取引が独立企業原則に準拠することを

要求しています。DIPN 59によると、香港域内にお

ける関連者間取引に関しても「ルール1」が適用され

るとされています。

以下の場合において、香港納税者の損益は、実際

の取引条件ではなく独立企業原則に基づいて計算

されます。

► 取引または、一連の取引を通じて当事者間の供

給が成立している、若しくはそれらの条件が課さ

れている場合。

► 当該取引または、一連の取引の当事者がセク

ション50AAGに基づき関連者とされる場合（当事

者間の経営、支配又は資本に関する実態）。

► 実際に行われた関連者間取引が独立企業間で

交わされたであろう条件から乖離する場合。

► 実際の取引条件が香港で租税上の便益を生じさ

せる可能性がある場合。

国内取引に関する免除規則

国内取引については、実際の取引条件が香港で租

税上の便益を生じさせない場合に限り、独立企業原

則の適用対象外とされます。下記の条件を全て満

たす場合、当該取引は香港で租税上の便益を生じ

させないと認められます。

► 改正法令における国内取引条件が満たされてい

る場合。

► 改正法令における非税額差異条件、或いは営業

外融資条件が満たされている場合。

► 関連者間取引の目的が租税回避ではない場合。

2. 独立企業間価格の決定

独立企業間価格を決定する際に重要となる2つの

側面をDIPN 59は、次の通り説明しています。

► 関連者間取引を正確に描写するために関連者間

の商業上又は財務上の関係並びにこれらの関

係に付随する条件及び経済的な状況を特定する

こと。

► 正確に描写された関連者間取引に係る条件及び

経済的な状況と、独立企業間の比較対象取引に

係る条件及び経済的な状況とを比較すること。

また、比較可能性の決定に当たっては、機能分析

の重要性を指摘しています。

香港納税者は、独立企業間価格の正当性を証明す

るだけでなく、非関連者間で独立企業間原則を適用

した場合において当該取引が成立しうるかを証明す

る必要があります。

比較可能性分析

DIPN 59は、比較可能性が独立企業原則の適用に

おける核心であることを強調しています。比較可能

性分析を行う上で「OECD移転価格ガイドライン

2017年版」に記載されている5つの比較可能性要

素を考慮する必要があります。これらの要素は以下

の通りです。

► 取引の契約条件

► 取引の各当事者が使用する資産及び引き受ける

リスクを踏まえた各当事者が果たす機能（当事者

が所属する多国籍企業グループによる、より広

範な価値創造にその機能がどのように関係して

いるかを含む）、取引をめぐる状況及び業界の慣

習

► 譲渡される資産や提供される役務の特徴

► 当事者及び当事者が活動する市場の経済状況

► 当事者が採用する事業戦略

比較対象

DIPN 59は、最適な比較対象を特定するために必

要な選定過程を説明しています。

比較対象の選定においては、検証対象者が関与す

る市場を対象として検索を始める必要があります。

その上で、潜在的な比較対象が適切でない場合、

検索対象を他の国・地域に拡大することが可能です。

ただし、人口統計、経済規模、経済発展段階の観点

から、香港に近似している国・地域を対象とすること

が重要です。
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データベース

IRDは、ベンチマーキングに使用すべきデータベース

について詳細な規定を設けていません。一方で、IRD
が使用しているデータベース（Osiris・Orbis等）を通じ

て比較対象を選択した場合、データの照合と確認が

迅速に行われるなどの利点も指摘しています。

この他にも信頼度の高い商業用データベースであれ

ば、比較対象の検索に使用することが認められてい

ます。データベースの使用に関しては、分析結果を

裏付けるためのすべての計算とデータを備置する必

要があります。

資本調整

通常、IRDは比較対象の差異調整を容認しない姿勢

をとっています。検証対象企業と比較対象の運転資

本水準に著しい乖離がある場合には、差異調整を行

う代わりに、その理由についての説明を行うことが重

要であるとDIPN 59に記載されています。

資本集約度の差異調整については、ごくまれなケー

ス、すなわち比較可能性分析結果の信頼性を向上さ

せる場合においてのみ許容されるとされています。

3. 独立企業原則と源泉地国課税主義との関係

租税回避の防止は、BEPSプロジェクトの最重要課題

であり、IRO改正の契機となりました。香港の源泉地

国課税主義に基づくオフショア制度は、OECDによる

有害税制として認識されていません。しかし、多国籍

企業の経済活動及び価値の創造が行われる場所に

おいて、その利益が正しく計上されることが前提とな

ります。

DIPN 59によると、所得の源泉地の判定をおこなう前

に、独立企業原則を検討する必要があるとされてい

ます。従って、独立企業原則に基づく利益が確定した

うえで、当該利益の源泉地が香港であるかの検討が

行われます。しかし、香港納税者は香港源泉所得を

減らす目的で、一方的な移転価格算定方法を適用す

ることは、認められていません。

4. 適用除外取引

改正法令の施行日（2018年7月13日）より以前に行

われた取引に関して「ルール1」は適用されません。

この不遡及の原則は、「契約」ではなく「取引」に対し

て適用されます。従って、該当する経済活動が独立

した「取引」として改正法令施行日以後に行われたか

否かが重要な焦点となります。

関連者間の契約を改正法令の施行日以前に締結し

ていたとしても、それに対応する関連者間取引が自

動的に適用除外取引と認められるわけではありませ

ん。

5. 無形資産

無形資産の分析にあたっては、「移転価格の結果と

価値創造の一致」が重要な原則となります。DIPN 59
は、多国籍企業グループの構成事業体が、無形資

産の「開発」、「改良」、「維持」、「保護」及び「活用」

（以下、「DEMPE」）を通じて価値の創造に寄与する

場合、独立企業原則に基づいてその貢献に対する対

価が支払われなければならないと強調しています。

無形資産の取引に関しては、次の分析を行う必要が

あります。

► 個々の取引において使用される又は移転される

無形資産及び当該無形資産のDEMPEに関する

具体的で経済的に重要なリスクを特定する。

► 無形資産の法的所有権、契約上の権利、義務お

よびリスクの引き受けを決定するための全体的な

契約上の取り決めを特定する。

► 機能分析により、無形資産のDEMPE機能の実施、

資産の使用、当該機能に関連するリスクの管理を

行う当事者を特定する。

► 両当事者の行動が契約上の取決めの条件に合

致しているかを確認し、経済的に重要なリスクの

引き受け負担者が、無形資産のDEMPE機能に係

るリスクをコントロールしているか、またそのリスク

を引き受けるための財務能力を有しているかどう

かを決定する。

► 無形資産の法的所有、関連する登録及び契約下

で関連する他の契約上の関係、並びに関連する

機能、資産及びリスクの貢献を含む当事者の行

動を考慮に入れた、無形資産のDEMPE機能に関

する実際の関連者間取引について描写する。

► 各当事者が果たす機能、使用する資産及び引き

受けるリスクを考慮し、それぞれの貢献に沿うよう

な独立企業間価格を算定する。

無形資産への貢献に対する対価が独立企業原則と

乖離し、香港納税者が当該無形資産のDEMPE機能

担っている場合、改正法令の「みなし課税」に係る規

定（IROのセクション15F）の適用対象となります。当

該規定に基づき、香港非居住者が当該無形資産か

ら生じる収益を稼得している場合であっても、香港に

おけるDEMPE機能への貢献に帰属する所得は、香

港で課税される可能性があります。

これに関連して、特定の無形資産から生じる所得に

対しての二重課税が確実に回避されるような運用を

行うとDIPN 59に記載されていますが、二重課税排

除に係る救済措置は具体的に示されていません。

DIPN 59は、香港企業が独自開発した無形資産を香

港域外の関連会社に売却した場合、その取引意図

が租税回避でない限り、売却後に当該無形資産から

生じる利益は、上記の「みなし規定」の適用対象と捉

えるべきではないと明記しています。
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無形資産の取引を行う納税者は、さまざまな事業体

が担うDEMPE機能に関する適切な分析を作成する

必要があります。その分析を通じて、価値の創造に

貢献する活動が適切に特定され、相応の報酬が支

払われていることを実証する必要があります。

6. 企業グループ内役務提供

DIPN 59には、企業グループ内役務提供に係るガ

イダンスが含まれており、「OECD移転価格ガイドラ

イン2017年版」に従って、該当する役務提供取決

めを分析する必要があります。企業グループ内役務

に関連する総支出が正当な費用としてみなされるた

めには、当該役務が商業上の便益を提供し、それ

に係る客観的な説明が必要となります。

従って、香港納税者は企業グループ内役務に関連

して発生した費用について、適切な説明を提供する

必要があります。以下の場合、企業グループ内役務

費用に係る客観的な商業上の便益を議論する上で、

次のような場合にはその説明が不十分とされる可

能性があります。

► 役務提供によって生じる商業上の便益を考慮し

た際、その対価が不相応である場合、或いは過

剰な高水準である場合。

► 合理的な商業上の説明がないにもかかわらず、

役務提供者とされる関連者に一定の収益が保証

されている場合。

► 役務提供者が、経済的価値の増加に寄与してい

ない場合や当該役務提供に関して実質的な機能

を果たしていないにもかかわらず、役務提供料が

支払われている場合。

香港納税者は、企業グループ役務提供に係る取決

めを再検証し、当該取決めにより商業上の便益が

役務受領者にもたらされ、付加価値を有する活動の

みが役務報酬の対象となっている証拠を整える必

要があります。

7. 罰則規定

香港納税者が独立企業原則を遵守する上で「合理

的」とされる注意義務を履行していない場合、改正

法令に従って罰則が課されます。当該罰則の対象

者には、過少申告額を上限とする罰金が追加課税

されます。さらに、状況よってIRDは、刑事訴訟を提

起する可能性もあります。

以下の場合、香港納税者は移転価格の運用上「合

理的」とされる注意義務を怠っていたと判断される可

能性があります。

► 移転価格算定方法の選択及び適用に係る手順、

又は文書が整備されていない場合。

► 一定の移転価格文書を同時的に整備しているも

のの、分析対象となる関連者の機能、資産、リス

ク、市場状況、事業戦略に係る分析が行われて

いない場合。

► 移転価格方針の設定を図った形跡が限定的であ

り、尚且つ移転価格の適用手順の構築が不十分

である場合、或いは適用手順に沿った運用がな

されていない場合。

► 独立企業間原則に沿わない比較対象が移転価

格分析に使用されている場合。

► 移転価格文書が不適切な統計的手法（例・不適

切な複数年検証など）を使用している場合。

香港の移転価格税制においては、独立企業原則の

主張・立証責任が納税者側にあり、尚且つ厳格な罰

則規定が導入されています。従って、香港納税者は

関連者間取引が独立企業原則に沿って行われてい

たことを証明する移転価格文書を指定期間内（対象

となる各会計年度末から9ヵ月以内）に備置すること

が極めて重要です。適切とされる香港移転価格文

書は、現地における事実確認に基づいた詳細な機

能分析（香港納税者が果たす機能、使用する資産

及び引き受けるリスクに係る分析）が必要となります。

要約

DIPN 59は、香港納税者に関するすべての関連者

間取引に独立企業原則が適用される重要性につい

て詳述しています。香港納税者は、すべての関連者

間取引が独立企業原則を遵守していたことを証明

するため、適切な移転価格方針を構築するとともに

移転価格文書を備置することが必要です。香港納

税者が移転価格の運用上「合理的」とされる注意義

務を履行していないと判断された場合、重度の罰則

が科される可能性があります。

DIPN 59の発行により、IRDは無形資産取引に係る

実務方針を明確にしました。これに該当する取引を

行う納税者は、それぞれの事業体が担うDEMPE機
能を分析し、移転価格の結果と価値の創造が一致

していることを実証する必要があります。

香港納税者は、DIPN 59の企業グループ内役務提

供に係るガイダンスに基づき、適切な証拠を整える

必要があります。
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